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「医 療
いりょう

（その他
そ の た

の医 療
いりょう

一 般
いっぱん

）」合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

報 告 書
ほうこくしょ

 

 

Ⅰ．はじめに 

医 療
いりょう

・合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

では、障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

をめぐるさまざまな現 状
げんじょう

、

課題
かだい

、解 決
かいけつ

策
さく

等
とう

について、まずは、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

(仮 称
かしょう

)に反 映
はんえい

さ

れるべきものかどうかを問
と

わず、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の経 験
けいけん

に即
そく

した視点
してん

から議論
ぎろん

した。そのうえで、本 報 告
ほんほうこく

では「障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の論 点
ろんてん

」に該 当
がいとう

す

る項 目
こうもく

と、より幅 広
はばひろ

くその他
た

の法 令
ほうれい

等
とう

で対 応
たいおう

が図
はか

られるべき項 目
こうもく

とを

整理
せいり

して章
しょう

立
た

てし、記 述
きじゅつ

した。 

 

 

 

Ⅱ．結 論
けつろん

と理由
りゆう

 

障 害
しょうがい

の種 別
しゅべつ

を問
と

わず、障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

のあるべき姿
すがた

を考
かんが

えていくうえで

「地域
ちいき

における障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

を支
ささ

える医 療
いりょう

」という視点
してん

が重 要
じゅうよう

である。

これを実 現
じつげん

するためには、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

及
およ

び保健
ほけん

サービス
さ ー び す

との有機的
ゆうきてき

連 携
れんけい

を確保
かくほ

しながら医 療
いりょう

が提
てい

供
きょう

される必 要
ひつよう

があるが、それが未
いま

だ十 分
じゅうぶん

になさ

れていない現 状
げんじょう

を改 善
かいぜん

することが制度
せいど

改 革
かいかく

の大
おお

きな目 標
もくひょう

である。 

 

１ 全 体
ぜんたい

に共
とも

通
つう

する事項
じこう

 

 障 害
しょうがい

の種 別
しゅべつ

を問
と

わず、「地域
ちいき

における障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

を支
ささ

える医 療
いりょう

」と

いう視点
してん

から、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）により実 現
じつげん

されるべき重 要
じゅうよう

事項
じこう

は以下
い か

の通
とお

り。 

 

(1) 自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

・相 談
そうだん

支援
しえん

 

 自己
じ こ

決 定
けってい

する過程
かてい

において支援
しえん

されるいわゆる支援付
しえんづ

きの自己
じ こ

決 定
けってい

の

仕組
し く

みの確 立
かくりつ

 

相 談
そうだん

の過
か

程
てい

で、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

がさまざまな判 断
はんだん

や決 定
けってい

をするが、そ

のために必 要
ひつよう

な情 報
じょうほう

を得
え

ることが必 要
ひつよう

。自己
じ こ

決 定
けってい

では、必 要
ひつよう

な情 報
じょうほう

を得
え

られ、必 要
ひつよう

があればそれらの情 報
じょうほう

についてわかりやすく説 明
せつめい

を受
う

けることができ、相 談
そうだん

に対 応
たいおう

する者
もの

が、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

を尊 重
そんちょう

し、保 障
ほしょう

総 合
そうごう

福 祉
ふくし

部 会
ぶかい

 第
だい

15 回
かい
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しつつ自己
じ こ

決 定
けってい

が図
はか

れるよう研 修
けんしゅう

を受
う

けることを盛
も

り込
こ

む。 

 相 談
そうだん

支援
しえん

においては、医 療
いりょう

と福祉
ふくし

が必 要
ひつよう

な場合
ばあい

は、そのニーズ
に ー ず

に合
あ

った

総 合 的
そうごうてき

な 計 画
けいかく

が 作 成
さくせい

され、 本 人
ほんにん

が 総 合 的
そうごうてき

なケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

を

必 要
ひつよう

とする場合
ばあい

はサービス
さ ー び す

として提 供
ていきょう

されるべき。 

 

(2)医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の統 合 的
とうごうてき

な支援
しえん

、生 活
せいかつ

実 態
じったい

に即
そく

した支援
しえん

等
とう

 

 地域
ちいき

医 療
いりょう

については、包 括 的
ほうかつてき

なサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

とすべき。地域
ちいき

での生 活
せいかつ

を 支
ささ

える地域
ちいき

医 療
いりょう

サービス
さ ー び す

と 本 人
ほんにん

の希望
きぼう

を 最 大 限
さいだいげん

踏
ふ

まえた福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の統
とう

合
ごう

したシステム
し す て む

づくりを目指
め ざ

すべき。 

 日 常 的
にちじょうてき

に 医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

を 必 要
ひつよう

とする 重 度
じゅうど

身 体
しんたい

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

、 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

、難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

（である障 害 児 者
しょうがいじしゃ

）については、特
とく

に、

医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の統
とう

合
ごう

された支援
しえん

体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

。その際
さい

、本 人
ほんにん

・家族
かぞく

の

状 況
じょうきょう

や希望
きぼう

、特 性
とくせい

に沿
そ

って多様
たよう

なサービス
さ ー び す

の選 択
せんたく

が可能
かのう

となる体 制
たいせい

が

整備
せいび

され、その中
なか

で医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

が確保
かくほ

されることが必 要
ひつよう

。 

 難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

については、「難治性
なんじせい

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

のある障 害 者
しょうがいしゃ

」という概 念
がいねん

のもとに、「支
ささ

える医 療
いりょう

」を受
う

けながら障 害
しょうがい

に対
たい

して生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

を受
う

けるという、難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

の特 性
とくせい

を踏
ふ

まえた支援
しえん

体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

。 

 小児期
しょうにき

から成 人
せいじん

に持
も

ち越
こ

す難 病
なんびょう

や、小児期
しょうにき

から重 度
じゅうど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

を伴
ともな

う

重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の支援
しえん

においては、児者
こしゃ

連 続
れんぞく

した支援
しえん

を柔 軟
じゅうなん

に

可能
かのう

とする体 系
たいけい

も必 要
ひつよう

。 

 必 要
ひつよう

な医 療
いりょう

及
およ

び医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

（たん吸 引
きゅういん

、経 管
きょうかん

栄 養
えいよう

等
とう

）の行為者
こういしゃ

の

範囲
はんい

の拡 大
かくだい

がなされたが、これらの医 療 的
いりょうてき

な要素
ようそ

を持
も

つ生 活
せいかつ

支援
しえん

の

提 供
ていきょう

が制度的
せいどてき

に保 障
ほしょう

されるべき。 

 その際
さい

に、ヘルパ
へ る ぱ

ー､介護
かいご

職 員
しょくいん

等
とう

による医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

について、不特定
ふとくてい

多数
たすう

の対 象 者
たいしょうしゃ

へその実施者
じっししゃ

が行
おこな

うと想 定
そうてい

している場合
ばあい

（入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

な

ど）と、個別的
こべつてき

に特 定
とくてい

の対 象 者
たいしょうしゃ

へ特 定
とくてい

のケア
け あ

を実施者
じっししゃ

が行
おこな

うと想 定
そうてい

している場合
ばあい

（学 校
がっこう

や在 宅
ざいたく

での実施
じっし

など）に大 別
たいべつ

しながら、柔 軟
じゅうなん

な実施
じっし

体 制
たいせい

が整備
せいび

されるべき。 

 日 常 的
にちじょうてき

に医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の地域
ちいき

での

生 活
せいかつ

を支援
しえん

していくうえで、地域
ちいき

生 活
せいかつ

を支
ささ

えるためのショートステイ
し ょ ー と す て い

や

通 園
つうえん

の機能
きのう

は重 要
じゅうよう

であり、とくに超 重 症
ちょうじゅうしょう

準
じゅん

超 重 症 児 者
ちょうじゅうしょうじしゃ

など濃 厚
のうこう

な
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医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

を要
よう

する児者
じしゃ

に対
たい

し医 療 的
いりょうてき

体 制
たいせい

を備
そな

えた施設
しせつ

での対 応
たいおう

が可能
かのう

な体 系
たいけい

が必 要
ひつよう

。 

 難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

である障 害 児 者
しょうがいじしゃ

についても、医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

が充 分
じゅうぶん

に可能
かのう

な

体 制
たいせい

でのレスパイトケア
れ す ぱ い と け あ

、ショートステイ
し ょ ー と す て い

の体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

。 

 

(3)社 会
しゃかい

参加
さんか

サービス
さ ー び す

 

 通 学
つうがく

支援
しえん

、学 習
がくしゅう

支援
しえん

(在 宅
ざいたく

学 習
がくしゅう

含
ふく

む)などの就 学
しゅうがく

支援
しえん

に係
かかわ

る福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の充 実
じゅうじつ

 

若 年
じゃくねん

で発 症
はっしょう

もしくは事故
じ こ

後 遺 症
こういしょう

で障 害
しょうがい

を負
お

い、思春期
ししゅんき

に入 院
にゅういん

・

入 所
にゅうしょ

が長期化
ちょうきか

した人
ひと

には、就 学
しゅうがく

支援
しえん

の手
て

だてが必 要
ひつよう

。 

在 学 中
ざいがくちゅう

もしくは就 職
しゅうしょく

直 後
ちょくご

に発 症
はっしょう

し、青
あお

年期
ねんき

を入 院
にゅういん

等
とう

の治 療
ちりょう

で過
す

ごさざるを得
え

なかった人
ひと

に、再 就 学
さいしゅうがく

を希望
きぼう

する人
ひと

への支援
しえん

の手
て

だても

必 要
ひつよう

。（就 労
しゅうろう

につながりやすくなる。） 

 

(4)地域
ちいき

での住
す

まいの確保
かくほ

・居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

 

 民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

としての活 用
かつよう

 

長 期
ちょうき

入 院
にゅういん

を余儀
よ ぎ

なくされ、そのために住 居
じゅうきょ

を失
うしな

ったり家族
かぞく

と疎遠
そえん

に

なることにより住
す

む場
ば

がない人
ひと

が、低 廉
ていれん

な住 宅
じゅうたく

に入
いり

居
きょ

できるよう、

民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の一 定
いってい

割 合
わりあい

を公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

として借
か

り上
あ

げる仕組
し く

みが

必 要
ひつよう

。 

 住 宅
じゅうたく

扶助
ふじょ

等
とう

の生 活
せいかつ

保護費
ほ ご ひ

の活 用
かつよう

 

入 院 中
にゅういんちゅう

はホテルコスト
ほ て る こ す と

も含
ふく

んだ入 院 費
にゅういんひ

で、高 額
こうがく

医療費
いりょうひ

制度
せいど

により

年 金
ねんきん

だけで足
た

りる人
ひと

も、地域
ちいき

で暮
く

らし始
はじ

めると生 活
せいかつ

ではホテルコスト
ほ て る こ す と

と

食 費
しょくひ

などにより経費
けいひ

がかさみ、生 活
せいかつ

困 難
こんなん

となってしまうケース
け ー す

も少
すく

な

くない。このため、生 活
せいかつ

保護費
ほ ご ひ

の要 件
ようけん

を緩
かん

和
わ

することが必 要
ひつよう

。医療費
いりょうひ

扶助
ふじょ

、住 宅
じゅうたく

扶助
ふじょ

等
とう

の単 独
たんどく

支 給
しきゅう

等
とう

により不安
ふあん

なく地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

めること

ができる。 

 賃 貸
ちんたい

物 件
ぶっけん

の公 的
こうてき

保 証 人
ほしょうにん

制度
せいど

 

市 町 村
しちょうそん

が社 会
しゃかい

福祉士
ふくしし

、精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉士
ふくしし

等
とう

に委託
いたく

して、制度
せいど

を確 立
かくりつ

す

べき。 

 病 棟
びょうとう

を住 居
じゅうきょ

として転 用
てんよう

することの禁止
きんし
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病 床
びょうしょう

削 減
さくげん

し閉
へい

鎖
とざ

した病 棟
びょうとう

を高 齢 者
こうれいしゃ

や障 害 者
しょうがいしゃ

のケアハウス
け あ は う す

などの

共 同
きょうどう

住 居
じゅうきょ

として活 用
かつよう

することを禁止
きんし

すべき。 

 地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの強 化
きょうか

 

回 復
かいふく

前期
ぜんき

や調 子
ちょうし

を崩
くず

した時
とき

に気軽
きがる

に利用
りよう

できる居場所
いばしょ

としての、地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの機能
きのう

を強 化
きょうか

することが必 要
ひつよう

。 

  

(5)家族
かぞく

支援
しえん

 

 家族
かぞく

支援
しえん

ための相 談
そうだん

の強 化
きょうか

とレスパイト
れ す ぱ い と

やショートステイ
し ょ ー と す て い

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

家族
かぞく

はもっとも重 要
じゅうよう

な支援者
しえんしゃ

である。しかし、24時間
じかん

365日
にち

良
よ

い時
とき

も

悪
わる

い時
とき

も在 宅
ざいたく

で支
ささ

えている家族
かぞく

が、よりよい支援者
しえんしゃ

として継 続
けいぞく

するに

は、精 神 的
せいしんてき

、物理的
ぶつりてき

な休 養
きゅうよう

が必 要
ひつよう

不可欠
ふかけつ

である。 

 

(6) 権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

サービス
さ ー び す

等
とう

 

 居 住 地
きょじゅうち

の選 択 権
せんたくけん

は本 人
ほんにん

にあることの明文化
めいぶんか

 

どこで誰
だれ

と生 活
せいかつ

するかを選 択
せんたく

する機会
きかい

を有
ゆう

することや、特 定
とくてい

の

居 住
きょじゅう

施設
しせつ

での生 活
せいかつ

を義務
ぎ む

づけられないこと。また、地域
ちいき

社 会
しゃかい

における

生 活
せいかつ

や地域
ちいき

社 会
しゃかい

への受入
うけい

れを支援
しえん

することや、地域社会
ちいきしゃかい

からの孤立及
こりつおよ

び隔離
かくり

を防止
ぼうし

するために必 要
ひつよう

な在 宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

、居 住
きょじゅう

サービス
さ ー び す

などの

地域
ちいき

社 会
しゃかい

支援
しえん

サービス
さ ー び す

を障 害 者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

できるようにすることが必 要
ひつよう

。

一 般
いっぱん

住 民 向
じゅうみんむ

けの地域
ちいき

社 会
しゃかい

サービス
さ ー び す

及
およ

び施設
しせつ

が、障 害 者
しょうがいしゃ

にとって他
ほか

の者
もの

と平
ひら

等
とう

に利用
りよう

可能
かのう

であり、かつ、障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

に対 応
たいおう

している

ことが必 要
ひつよう

。 

 

(7)地域
ちいき

生 活
せいかつ

資源
しげん

整備
せいび

のための財 政
ざいせい

措置
そ ち

 

 地域
ちいき

移行
いこう

のための仕組
し く

みである地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

(相 談
そうだん

支援
しえん

、自立
じりつ

訓 練
くんれん

等
とう

)に

財 政
ざいせい

措置
そ ち

(ハード
は ー ど

整備
せいび

、人 材
じんざい

確保
かくほ

、人 材
じんざい

育 成
いくせい

)を講
こう

じる。 

 

 

(8)自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

 

 地域
ちいき

移行
いこう

推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

を自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の部会
ぶかい

として明文化
めいぶんか

 

医 療
いりょう

との福祉
ふくし

の融 合
ゆうごう

を図
はか

る上
うえ

で、自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の下
もと

に地域
ちいき

移行
いこう
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推 進 協
すいしんきょう

議会
ぎかい

が法 律
ほうりつ

に位置付
い ち づ

けられることが必 要
ひつよう

。これにより、市 町 村
しちょうそん

及
およ

び都道府県
とどうふけん

は地域
ちいき

移行
いこう

をロードマップ
ろ ー ど ま っ ぷ

に沿
そ

って実 行
じっこう

できる。 

 

(9)人 材
じんざい

確保
かくほ

・育 成
いくせい

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

を促 進
そくしん

するには、人 権
じんけん

擁護
ようご

の理念
りねん

を持
も

った支援者
しえんしゃ

の人 材
じんざい

が必 要
ひつよう

不可欠
ふかけつ

であり、集 中
しゅうちゅう

した人 材
じんざい

育 成
いくせい

が急 務
きゅうむ

である。 

 併
あわ

せて、定 員
ていいん

削 減
さくげん

、病 床
びょうしょう

削 減
さくげん

で余 剰
よじょう

となった職 員
しょくいん

を、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や

病 院
びょういん

以外
いがい

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

に振
ふ

り向
む

けるための 人 材
じんざい

再 教 育
さいきょういく

を時限
じげん

を

区切
く ぎ

って義務化
ぎ む か

し、地域
ちいき

生 活
せいかつ

及
およ

び訪 問
ほうもん

支援
しえん

等
とう

の人 材
じんざい

として活 躍
かつやく

すると

ともに雇用
こよう

の確保
かくほ

策
さく

とする。 

 医 療
いりょう

との 連 携
れんけい

を推
お

し 進
すす

めるにあたり、 生 活
せいかつ

実 態
じったい

に 即
そく

した 介 助
かいじょ

サービス
さ ー び す

等
とう

を提
てい

供
きょう

する支援者
しえんしゃ

に専 門 的
せんもんてき

な医 療
いりょう

知識
ちしき

の研 修
けんしゅう

を義務化
ぎ む か

す

る。 

 発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

においては、医 療
いりょう

リハビリスタッフ
り は び り す た っ ふ

教 育
きょういく

と同時
どうじ

に、医 療
いりょう

以外
いがい

(教 育
きょういく

、福祉
ふくし

、介護
かいご

等
とう

) の場
ば

での専 門 的
せんもんてき

支援
しえん

システム
し す て む

・対 応
たいおう

方 法
ほうほう

の

強 化
きょうか

充 実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

 

(10)医 療
いりょう

に係
かかわ

る経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

 

 医 療
いりょう

に係
かかわ

る経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

については、「障 害
しょうがい

に伴
ともな

う費用
ひよう

は障 害 者
しょうがいしゃ

個人
こじん

の負担
ふたん

とせず社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

で支
ささ

え、障 害
しょうがい

と関 係
かんけい

なくすべての人
ひと

が支 出
ししゅつ

す

る費用
ひよう

は障 害 者
しょうがいしゃ

も同 等
どうとう

に負担
ふたん

する」という原 則
げんそく

が適 用
てきよう

されるべきとの

意見
いけん

があった一 方
いっぽう

、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

は障 害
しょうがい

のない者
もの

が利用
りよう

することは

ないのに対
たい

して、医 療
いりょう

は誰
だれ

もが一部
いちぶ

自己
じ こ

負担
ふたん

を払
はら

って利用
りよう

するという

性 格
せいかく

があることから、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

についても、当 面
とうめん

、応
おう

能
のう

負担
ふたん

を原 則
げんそく

とする制度
せいど

として運 用
うんよう

することが適 当
てきとう

とする意見
いけん

があった。 

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の範囲
はんい

と運 用
うんよう

については、検 討
けんとう

に際
さい

し、障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

ごと

の特 性
とくせい

を考 慮
こうりょ

することも必 要
ひつよう

と考
かんが

えられた。 

たとえば、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の入 院
にゅういん

医 療
いりょう

については、地域
ちいき

移行
いこう

への

インセンティブ
い ん せ ん て ぃ ぶ

を考 慮
こうりょ

した費用
ひよう

支 払
しはらい

と費用
ひよう

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

などが必 要
ひつよう

。 

また、難治性
なんじせい

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

のある障 害 者
しょうがいしゃ

については、難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

に基
もと

づき取
と

り組
く

まれてきたことの発 展 的
はってんてき

継 承
けいしょう

、長 期
ちょうき

療 養
りょうよう

を必 要
ひつよう

と
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する場合
ばあい

の高 額
こうがく

療 養 費
りょうようひ

の軽 減
けいげん

なども重 要
じゅうよう

。 

  全 体
ぜんたい

を通
つう

じた今後
こんご

の課題
かだい

として、医療費
いりょうひ

公費
こうひ

負担
ふたん

制度
せいど

の総 合 的
そうごうてき

見直
みなお

しも視野
し や

におく必 要
ひつよう

がある。 

特
とく

に、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

制度
せいど

と以下
い か

の制度
せいど

との関 係
かんけい

の整理
せいり

が必 要
ひつよう

。 

 ・特 定
とくてい

疾 患
しっかん

治 療
ちりょう

研 究
けんきゅう

事 業
じぎょう

、小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 患
しっかん

治 療
ちりょう

研 究
けんきゅう

事 業
じぎょう

 

 ・高 額
こうがく

療 養 費
りょうようひ

制度
せいど

等
とう

 

  ・都道府県
とどうふけん

で実施
じっし

されている重 度
じゅうど

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

医療費
いりょうひ

助 成
じょせい

制度
せいど

 

 

(11)診 療
しんりょう

拒否
きょひ

、不適切
ふてきせつ

な対 応
たいおう

、災 害
さいがい

時
とき

における課題
かだい

等
とう

 

①診 療
しんりょう

拒否
きょひ

    

 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とした診 療
しんりょう

拒否
きょひ

をなくすべき。 

 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

や身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

が加齢
かれい

により受 診
じゅしん

が必 要
ひつよう

なとき、救 急
きゅうきゅう

の対 応
たいおう

ができるところが必 要
ひつよう

。 

 筆 談
ひつだん

すればわかるのに「今度
こんど

は聞
き

こえる人
ひと

と一 緒
いっしょ

に来
き

てください」と言
い

わ

れたり、診 察 室
しんさつしつ

まで補助
ほじょ

犬
けん

が入
はい

ることが認
みと

められなかったりすることが

ないようにすることが必 要
ひつよう

。 

②不適切
ふてきせつ

な対 応
たいおう

（医 療 者
いりょうしゃ

による不適切
ふてきせつ

な説 明
せつめい

内 容
ないよう

、不適切
ふてきせつ

な態度
たいど

等
とう

） 

 人 工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

をつけることを否定
ひてい

するような説 明
せつめい

がなされている。生 活
せいかつ

を

支
ささ

えることを基本
きほん

に説 明
せつめい

するべき。 

 入 院
にゅういん

時
とき

、 障 害
しょうがい

ゆえに個室
こしつ

が 必 要
ひつよう

な場合
ばあい

、 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

から 病 院
びょういん

に

ヘルパ
へ る ぱ

ーをつける、差額
さがく

室 料
しつりょう

を本 人
ほんにん

や病 院
びょういん

の負担
ふたん

にしない等
とう

、の仕組
し く

み

が必 要
ひつよう

。 

 医 療
いりょう

が必 要
ひつよう

な人
ひと

が福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

において、医 療
いりょう

が必 要
ひつよう

というこ

とで拒否
きょひ

されることがないよう、医 療
いりょう

機関
きかん

との連 携
れんけい

を図
はか

られるべき。ま

た、対 応
たいおう

可能
かのう

な専門家
せんもんか

の人 材
じんざい

育 成
いくせい

が必 要
ひつよう

。 

 排 泄
はいせつ

や入 浴
にゅうよく

などの介 助
かいじょ

は同 性
どうせい

介 助
かいじょ

を徹 底
てってい

することが必 要
ひつよう

。 

③災 害
さいがい

時
じ

における医 療
いりょう

確保
かくほ

の困 難
こんなん

等
とう

の課題
かだい

 

 災 害
さいがい

時
とき

において、日 常 的
にちじょうてき

に医 療
いりょう

を必 要
ひつよう

としている障 害 者
しょうがいしゃ

へ医 療 品
いりょうひん

や医 療
いりょう

機器
き き

に必 要
ひつよう

な非 常 用
ひじょうよう

電 源
でんげん

が届
とど

く仕組
し く

み、通 院
つういん

のための移動
いどう

手 段
しゅだん

の確保
かくほ

等
とう

が 必 要
ひつよう

。また、 医 療
いりょう

機関
きかん

へのバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

体 制
たいせい

や、

サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

に災 害
さいがい

時
とき

について盛
も

り込
こ

むこと等
とう

が、検 討
けんとう

されるべ
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き。 

 

(12)上 記
じょうき

以外
いがい

の重 要
じゅうよう

論 点
ろんてん

 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

におけるサービス
さ ー び す

内 容
ないよう

の検 討
けんとう

に当
あ

たっては、以下
い か

のことも

重 要
じゅうよう

な論 点
ろんてん

として踏
ふ

まえる必 要
ひつよう

がある。 

 救 急
きゅうきゅう

医 療
いりょう

（24時間
じかん

精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

を含
ふく

む） 

 合 併 症
がっぺいしょう

に対
たい

する医 療
いりょう

 

 歯科
し か

医 療
いりょう

 

 医 療
いりょう

に関 係
かんけい

する相 談
そうだん

（ＰＳＷやＭＳＷの役 割
やくわり

を含
ふく

む） 

 本 人
ほんにん

・家族
かぞく

へのピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

 

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

での認 定
にんてい

に関
かん

する論 点
ろんてん

（難 病
なんびょう

では医 療
いりょう

の必 要 性
ひつようせい

と切
き

り

離
はな

せない） 

 予防
よぼう

（あるいは健 康
けんこう

保持
ほ じ

）（うつ・自殺
じさつ

等
とう

の予防
よぼう

対 策
たいさく

） 

 地域
ちいき

保健
ほけん

の充 実
じゅうじつ

 

 

 

２ 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）と重 度
じゅうど

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

 

重 度
じゅうど

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

については、これまでの医 療
いりょう

と

福祉
ふくし

が統
とう

合
ごう

された施策
しさく

体 系
たいけい

を通
つう

じて実 現
じつげん

されてきた到 達 点
とうたつてん

を尊 重
そんちょう

する

とともに、日 常 的
にちじょうてき

に医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

を必 要
ひつよう

とするこれらの者
もの

の地域
ちいき

での生 活
せいかつ

を支
ささ

える、手厚
てあつ

い医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

体 制
たいせい

を備
そな

えたショートステイ
し ょ ー と す て い

、通 園
つうえん

、在 宅
ざいたく

支援
しえん

の機能
きのう

を地域
ちいき

に整備
せいび

することが不可欠
ふかけつ

。 

（具体的
ぐたいてき

内 容
ないよう

は、「１ 全 体
ぜんたい

に 共
きょう

通
つう

する事項
じこう

」の記 述
きじゅつ

のとおり。また、次
つぎ

の難 病
なんびょう

の項
こう

における医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の記 述
きじゅつ

は、重 度
じゅうど

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

にも該 当
がいとう

。） 

 

 

３ 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）と難 病
なんびょう

 

 難 病
なんびょう

については、概 念
がいねん

整理
せいり

を並 行
へいこう

して進
すす

めることが必 要
ひつよう

であり、今後
こんご

、

当事者
とうじしゃ

の参 画
さんかく

した審
しん

議会
ぎかい

を設
もう

けて検 討
けんとう

を進
すす

めながら漸 進 的
ぜんしんてき

な制度
せいど

整備
せいび

を図
はか

ることが重 要
じゅうよう

。 
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対 象 者
たいしょうしゃ

は、難治性
なんじせい

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

のある障 害 者
しょうがいしゃ

として可能
かのう

な限
かぎ

り幅 広
はばひろ

くと

らえるべきである。そのニーズ
に ー ず

は疾 患
しっかん

の特 性
とくせい

に応
おう

じ多様
たよう

だが、医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の

ニーズ
に ー ず

が分離
ぶんり

しがたく結
むす

びついている点
てん

は 共
きょう

通
つう

している。医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の

有機的
ゆうきてき

連 携
れんけい

を確保
かくほ

しつつ、生 活
せいかつ

支援
しえん

が講
こう

じられることが必 要
ひつよう

。併
あわ

せて、

地域
ちいき

での生 活
せいかつ

を支
ささ

え、家族
かぞく

の負担
ふたん

を軽 減
けいげん

するレスパイトケア
れ す ぱ い と け あ

、

ショートステイ
し ょ ー と す て い

を充 実
じゅうじつ

させていくことが不可欠
ふかけつ

。 

 

(1)医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

 

 生 活
せいかつ

を 支
ささ

えるため不可欠
ふかけつ

な支援
しえん

でありながら福祉
ふくし

と 医 療
いりょう

の 接 点
せってん

で

制 度 上
せいどじょう

の課題
かだい

となっている、障 害 者
しょうがいしゃ

の受
う

ける「医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

」の概 念
がいねん

を

次
つぎ

のように整理
せいり

した。「医 療
いりょう

行為
こうい

として行
おこな

われていたが、現 在
げんざい

は、その

障 害 者
しょうがいしゃ

の家族
かぞく

に許可
きょか

されている、または、家族
かぞく

が通 常
つうじょう

行
おこな

っている、生
い

き

ていくのに不可欠
ふかけつ

な行為
こうい

であって、その障 害 者
しょうがいしゃ

に生理的
せいりてき

結果
けっか

をもたらす

行為
こうい

」。こうした医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

のうち、たんの吸 引
きゅういん

及
およ

び経 管
きょうかん

栄 養
えいよう

につい

ては、一 定
いってい

の要 件
ようけん

のもとで介護
かいご

職
しょく

も行
おこな

えるよう制度
せいど

改 正
かいせい

がなされたと

ころである。 

 今後
こんご

、さらに必 要
ひつよう

な医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の対 象
たいしょう

への追加
ついか

を検 討
けんとう

するとともに、

これを家族
かぞく

以外
いがい

の第 三 者
だいさんしゃ

である介護者
かいごしゃ

も行
おこな

えるようにし、また、家族
かぞく

の

いない独 居 者
どっきょしゃ

に対
たい

しても同 様
どうよう

に行
おこな

えるようにすることが重 要
じゅうよう

。 

 

(2)コミユニケーション
こ み ゆ に け ー し ょ ん

支援
しえん

、外 出
がいしゅつ

支援
しえん

 

 難治性
なんじせい

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

のニーズ
に ー ず

は多様
たよう

だが、これにこたえられる医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の

サービス
さ ー び す

は未
いま

だ乏
とぼ

しい。たとえば、在 宅
ざいたく

の ALS患 者
かんじゃ

が必 要
ひつよう

なときにか

かれる病 院
びょういん

はない。ALS、遺伝性
いでんせい

難 病
なんびょう

、事故
じ こ

後 遺 症
こういしょう

などで超 重 度
ちょうじゅうど

の

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

障 害
しょうがい

がある障 害 者
しょうがいしゃ

には、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

確保
かくほ

の

ための通
つう

訳 者
やくしゃ

などのサービス
さ ー び す

は保 障
ほしょう

されていない。その解 決
かいけつ

を図
はか

って

いくことが必 要
ひつよう

。 

 

(3)当事者
とうじしゃ

が参 画
さんかく

した審
しん

議会
ぎかい

の設置
せっち

 

 難 病
なんびょう

については、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の対 象
たいしょう

として難 病
なんびょう

を取
と

り入
い

れるという

方 向
ほうこう

は、共 通
きょうつう

認 識
にんしき

になりつつあるが、「難 病
なんびょう

とは何
なに

か」という概 念
がいねん

に
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ついてさらに整理
せいり

が必 要
ひつよう

。難治性
なんじせい

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

のある障 害 者
しょうがいしゃ

へのサービス
さ ー び す

のあり方
かた

は、専 門 性
せんもんせい

の高
たか

い領 域
りょういき

であり、多義
た ぎ

にわたる課題
かだい

が残
のこ

されて

いる。漸 進 的
ぜんしんてき

な制度
せいど

整備
せいび

を図
はか

ることが必 要
ひつよう

と考
かんが

えられ、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の

制定後
せいていご

にも、当事者
とうじしゃ

の参 画
さんかく

を確保
かくほ

しながら、さらに検 討
けんとう

を行
おこな

っていく審
しん

議会
ぎかい

が必 要
ひつよう

。 

 審
しん

議会
ぎかい

で検 討
けんとう

すべき項 目
こうもく

として、以下
い か

のものがある。 

・難 病
なんびょう

に関
かん

する保健所
ほけんじょ

の機能
きのう

の抜
ぬ

本 的
ほんてき

拡 充
かくじゅう

 

  ・難 病
なんびょう

医 療
いりょう

に関
かか

わる医師
い し

・医 療
いりょう

機関
きかん

の養 成
ようせい

と拡 充
かくじゅう

  

  ・都道府県
とどうふけん

の難 病
なんびょう

医 療
いりょう

連 絡 協
れんらくきょう

議会
ぎかい

の機能
きのう

強 化
きょうか

（医 療
いりょう

相 談
そうだん

、入 院
にゅういん

施設
しせつ

の確保
かくほ

） 

  ・当事者
とうじしゃ

が参 画
さんかく

する難 病
なんびょう

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの拡 充
かくじゅう

、関 係
かんけい

機関
きかん

との

連 携
れんけい

強 化
きょうか

 

  ・難 病
なんびょう

の特 性
とくせい

に配 慮
はいりょ

した診 療
しんりょう

報 酬
ほうしゅう

加算
かさん

の拡 充
かくじゅう

、医師
い し

による「相 談
そうだん

」

等
とう

に診 療
しんりょう

報 酬
ほうしゅう

を 

  ・長 期
ちょうき

療 養
りょうよう

を必 要
ひつよう

とする難 病
なんびょう

、難治性
なんじせい

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

への高 額
こうがく

療 養 費
りょうようひ

の軽 減
けいげん

また 

は無料化
むりょうか

の検 討
けんとう

 

  ・難治性
なんじせい

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

の療 養
りょうよう

と生 活
せいかつ

に関
かん

する継 続 的
けいぞくてき

調 査
ちょうさ

・研 究
けんきゅう

の推 進
すいしん

 

  ・自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

（更 生
こうせい

医 療
いりょう

・育 成
いくせい

医 療
いりょう

）の拡 充
かくじゅう

と継 承
けいしょう

   

  ・キャリーオーバ
き ゃ り ー お ー ば

ー（小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 患
しっかん

が 20歳
さい

で医療費
いりょうひ

の公 的
こうてき

支援
しえん

を打
う

ち 

切
き

られる問 題
もんだい

）の解 決
かいけつ

（20歳
さい

以 上
いじょう

も継 続
けいぞく

して支援
しえん

を継 続
けいぞく

する） 

  ・稀 少
きしょう

難 病
なんびょう

患 者 会
かんじゃかい

の育 成
いくせい

・支援
しえん

 

 

(4)難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

に関 連
かんれん

する事項
じこう

 

 難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

関 連
かんれん

で検 討
けんとう

すべき項 目
こうもく

としては、以下
い か

のものがある。 

  ・難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

の「支
ささ

える医 療
いりょう

部分
ぶぶん

」の発 展 的
はってんてき

継 承
けいしょう

 

・難 病
なんびょう

対 策
たいさく

委員会
いいんかい

の福祉的
ふくしてき

施策
しさく

の研 究
けんきゅう

促 進
そくしん

 

 

４ 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）と精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ
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 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

については、精神科
せいしんか

病 院
びょういん

から地域
ちいき

への移行
いこう

を実 現
じつげん

するため

の地域
ちいき

資源
しげん

の整備
せいび

、とりわけ住
す

まいの確保
かくほ

や必 要
ひつよう

なときに身
み

を寄
よ

せる場
ば

の確保
かくほ

などの支援
しえん

が、地域
ちいき

へ出向
で む

く医 療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

と相
あい

まって進
すす

められることが

不可欠
ふかけつ

。また、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の入 院
にゅういん

について人 権
じんけん

を尊 重
そんちょう

した適 正
てきせい

手 続
てつづき

の

確保
かくほ

と、保護者
ほごしゃ

制度
せいど

の見直
みなお

し、家族
かぞく

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

が不可欠
ふかけつ

。 

 発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

については、専 門 的
せんもんてき

力 量
りきりょう

をもったスタッフ
す た っ ふ

の養 成
ようせい

確保
かくほ

が

著
いちじる

しく不 十 分
ふじゅうぶん

であるという現 状
げんじょう

の改 善
かいぜん

とともに、福祉
ふくし

、教 育
きょういく

、保健
ほけん

と 

真
しん

に連 携
れんけい

した質
しつ

の高
たか

い医 療
いりょう

の確保
かくほ

が不可欠
ふかけつ

。 

(1)サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

の在
あ

り方
かた

について 

 個別
こべつ

給 付
きゅうふ

による訪 問
ほうもん

サービス
さ ー び す

の体 系
たいけい

確 立
かくりつ

 

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や病 院
びょういん

生 活
せいかつ

でパターン化
ぱ た ー ん か

された画 一 的
かくいつてき

な生 活
せいかつ

リズム
り ず む

から、

変化
へんか

に富
と

んだ地域
ちいき

の生 活
せいかつ

に順 応
じゅんのう

するには、アパート
あ ぱ ー と

などの地域
ちいき

の暮
く

らし

中
なか

で 相 当
そうとう

の 月日
つきひ

を か け た 生 活
せいかつ

支援
しえん

が 必 要
ひつよう

と な る 。

ホームヘルプサービス
ほ ー む へ る ぷ さ ー び す

だけでなく、本 人
ほんにん

の力
ちから

を引
ひ

き出
だ

すための訪 問
ほうもん

によ

る福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を位置付
い ち づ

けることが必 要
ひつよう

。(現 行
げんこう

の訪 問
ほうもん

による 生 活
せいかつ

訓 練
くんれん

の強 化
きょうか

等
とう

) 

 病 状
びょうじょう

悪化
あっか

時
とき

に 365日
にち

24時間
じかん

対 応 型
たいおうがた

の危機
き き

センタ
せ ん た

ーの設置
せっち

(相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

に併 設
へいせつ

が可能
かのう

か？) 

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

として２４時間
じかん

訪 問 型
ほうもんかた

を制度
せいど

に組
く

み込
こ

み、「話
はなし

を聞
き

いても

らいたい」「不安
ふあん

が強
つよ

い」といった医 療
いりょう

機関
きかん

を受
うけ

診
み

する前
まえ

の一時的
いちじてき

な

対 応
たいおう

を担
にな

い、医 療
いりょう

との棲
す

み分
わ

けと連 携
れんけい

の視点
してん

を盛
も

り込
こ

むことが必 要
ひつよう

。 

 ドロップインセンタ
ど ろ っ ぷ い ん せ ん た

ーとしてのショートスティ
し ょ ー と す て ぃ

・レスパイト
れ す ぱ い と

の充 実
じゅうじつ

(相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

に併 設
へいせつ

が可能
かのう

か？) 

障 害 者
しょうがいしゃ

が調 子
ちょうし

を崩
くず

したとき、家族
かぞく

との関 係
かんけい

が一時的
いちじてき

に悪化
あっか

したとき

等
とう

に、入 所
にゅうしょ

・入 院
にゅういん

を防
ふせ

ぐあるいは再 発
さいはつ

予防
よぼう

のためのドロップインセンタ
ど ろ っ ぷ い ん せ ん た

ーとして、必 要
ひつよう

時
とき

にすぐに使
つか

えるレスパイト
れ す ぱ い と

やショートステイ
し ょ ー と す て い

が必 要
ひつよう

。

その際
さい

、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に依
よ

らず使
つか

える仕組
し く

みとすることが必 要
ひつよう

。 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

の地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーを強 化
きょうか

 

回 復
かいふく

前期
ぜんき

や調 子
ちょうし

を崩
くず

した時
とき

に気軽
きがる

に利用
りよう

できる居場所
いばしょ

機能
きのう

の充 実
じゅうじつ

を

図
はか

ることが必 要
ひつよう

。 

 働
はたら

きたいと望
のぞ

む人
ひと

への就 労
しゅうろう

支援
しえん

の強 化
きょうか
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障 害 者
しょうがいしゃ

の 半 数
はんすう

以 上
いじょう

の 人
ひと

が 将 来
しょうらい

働
はたら

きたいと希望
きぼう

している。地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行後
いこうご

の暮
く

らしを豊
ゆた

かにする方 法
ほうほう

として、就 労
しゅうろう

支援
しえん

は日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の中
なか

で重 要
じゅうよう

な位置
い ち

を占
し

める。就 労
しゅうろう

を希望
きぼう

する障 害 者
しょうがいしゃ

には、施設
しせつ

の中
なか

で

はなく、企 業
きぎょう

や働
はたら

く場
ば

での支援
しえん

の強 化
きょうか

を盛
も

り込
こ

むことが必 要
ひつよう

。 

 非自発的
ひじはつてき

入 院
にゅういん

における行 政
ぎょうせい

の責 任
せきにん

と自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の公費
こうひ

負担
ふたん

 

非自発的
ひじはつてき

入 院
にゅういん

については（司法
しほう

を含
ふく

む）行 政
ぎょうせい

の監視化
かんしか

におき、人 権
じんけん

管理
かんり

を強 化
きょうか

し、入 院
にゅういん

費用
ひよう

は人 権
じんけん

制 約
せいやく

の代 償
だいしょう

として公費
こうひ

負担
ふたん

とすべき。 

 

(2)医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の統 合 的
とうごうてき

な支援
しえん

、生 活
せいかつ

実 態
じったい

に即
そく

した支援
しえん

等
とう

 

 福祉
ふくし

と医 療
いりょう

の多 職 種
たしょくしゅ

チーム
ち ー む

による訪 問
ほうもん

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

と連 携
れんけい

強 化
きょうか

 

福祉
ふくし

と医 療
いりょう

による 24時間
じかん

訪 問
ほうもん

サービス
さ ー び す

の連 携
れんけい

が、地域
ちいき

生 活
せいかつ

を支
ささ

え

ていくうえで必 要
ひつよう

不可欠
ふかけつ

。 

 

(3)地域
ちいき

移行
いこう

の支援
しえん

、並
なら

びにその法定化
ほうていか

 

 地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

 

長 期
ちょうき

入 院 者
にゅういんしゃ

で施設
しせつ

の 環 境
かんきょう

からの離脱
りだつ

が 著
いちじる

しく 困 難
こんなん

な 者
もの

や、

入 退 院
にゅうたいいん

を頻 繁
ひんぱん

に繰
く

り返
かえ

す者
もの

は、集 中 的
しゅうちゅうてき

な社 会
しゃかい

トレーニング
と れ ー に ん ぐ

を必 要
ひつよう

としており、それぞれの状 況
じょうきょう

に応
おう

じた各
かく

個人
こじん

の地域
ちいき

移行
いこう

計 画
けいかく

を策 定
さくてい

し、

多角的
たかくてき

な支援
しえん

で地域
ちいき

移行
いこう

が順 調
じゅんちょう

に進
すす

むような支援
しえん

体 制
たいせい

を構 築
こうちく

するこ

とが必 要
ひつよう

。 

上 記
じょうき

の支援
しえん

体 制
たいせい

の構 築
こうちく

に当
あ

たっては、現 行
げんこう

の障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

における自立
じりつ

訓 練
くんれん

宿 泊 型
しゅくはくがた

、またはグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を活 用
かつよう

した 医 療
いりょう

観 察 法
かんさつほう

入 院
にゅういん

処 遇 者
しょぐうしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

モデル
も で る

を発 展
はってん

させた仕組
し く

みが有 効
ゆうこう

で

ある。この支援
しえん

体 制
たいせい

は病 院
びょういん

の中
なか

で行
おこな

うのではなく、地域
ちいき

の中
なか

で行
おこな

うべ

き。 

 長 期
ちょうき

入 所
にゅうしょ

・入 院 者
にゅういんしゃ

が地域
ちいき

移行
いこう

する際
さい

の福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

個別
こべつ

給 付
きゅうふ

への

加算
かさん

 

長 期
ちょうき

入 院 者
にゅういんしゃ

(３ヶ月
かげつ

以 上
いじょう

等
とう

通 常
つうじょう

の治 療
ちりょう

では退 院
たいいん

が難
むずか

しいとさ

れる基 準
きじゅん

が必 要
ひつよう

)の地域
ちいき

移行
いこう

（退 院
たいいん

）支援
しえん

には、地域
ちいき

に定 着
ていちゃく

するまで

の一 定
いってい

期間
きかん

（状 況
じょうきょう

に応
おう

じて半 年
はんとし

～２年 間
ねんかん

）通 常
つうじょう

の福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に

加算
かさん

を設
もう

けることの検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

。 
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日本
にほん

においては、多数
たすう

の障 害 者
しょうがいしゃ

が施設
しせつ

や精 神
せいしん

病 院
びょういん

での暮
く

らしを余儀
よ ぎ

なくされている現 状
げんじょう

がある。更
さら

に、 現
げん

に地域
ちいき

社 会
しゃかい

で暮
く

らしている

障 害 者
しょうがいしゃ

も、受
う

け皿
ざら

となるシステム
し す て む

がないため、その日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

や社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に多
おお

くの困 難
こんなん

に囲
かこ

まれている現 状
げんじょう

がある。そうした現 状
げんじょう

を打破
だ は

し、希望
きぼう

する人
ひと

すべてが地域
ちいき

社 会
しゃかい

での生 活
せいかつ

を実 現
じつげん

するには、諸 外 国
しょがいこく

での成 功
せいこう

事例
じれい

を取
と

り入
い

れた地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

支援
しえん

システム
し す て む

を構 築
こうちく

すること

が急 務
きゅうむ

。 

 

(4) 発 達
はったつ

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の医 療
いりょう

 

①専 門 性
せんもんせい

あるスタッフ
す た っ ふ

の養 成
ようせい

、医 療
いりょう

施設
しせつ

の充 実
じゅうじつ

 

 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

がもたらす二次的
にじてき

な行 動
こうどう

・症 状
しょうじょう

へは福祉
ふくし

、教 育
きょういく

、保健
ほけん

、医 療
いりょう

などの対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

であるが、医 療
いりょう

の選択肢
せんたくし

がおろそかにされてきた。 

 発 達
はったつ

障 害 児
しょうがいじ

への対 応
たいおう

は児童
じどう

青 年
せいねん

精神科
せいしんか

、小 児
しょうに

精神科
せいしんか

などで対 応
たいおう

し

ているが、専 門 性
せんもんせい

あるスタッフ
す た っ ふ

・施設
しせつ

とも不足
ふそく

しており、発 達
はったつ

障 害 児
しょうがいじ

の

増加
ぞうか

に追
お

いついていない。専 門 性
せんもんせい

あるスタッフ
す た っ ふ

の養 成
ようせい

が必 要
ひつよう

。 

 発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

は確 立
かくりつ

されていないため、必 要
ひつよう

な発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

は行
ゆ

き場
ば

がなく、誤診
ごしん

によって二次
に じ

障 害
しょうがい

が発 生
はっせい

することもあり精神科
せいしんか

医 療
いりょう

の現場
げんば

で混 乱
こんらん

をきたしている。早期
そうき

の支援
しえん

が必 要
ひつよう

。 

②福祉
ふくし

をはじめ他
ほか

分野
ぶんや

と医 療
いりょう

の連 携
れんけい

強 化
きょうか

 

 福祉
ふくし

対 応
たいおう

と医 療
いりょう

対 応
たいおう

が時
とき

には対 立
たいりつ

した経過
けいか

があり、現 状
げんじょう

でも連 携
れんけい

強 化
きょうか

が必 要
ひつよう

。 

 知的
ちてき

障 害
しょうがい

施設
しせつ

では発 達
はったつ

障 害
しょうがい

を伴
ともな

う場合
ばあい

が大多数
だいたすう

であり、行 動
こうどう

・症 状
しょうじょう

への医 療 的
いりょうてき

対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

であるにもかかわらず放置
ほうち

されている。 

 福祉
ふくし

だけで対 応
たいおう

困 難
こんなん

な場合
ばあい

の外 来
がいらい

対 応
たいおう

に 加
くわ

え、一時的
いちじてき

な入 院
にゅういん

が

必 要
ひつよう

な際
さい

の専 門
せんもん

病 床
びょうしょう

の設 定
せってい

が必 要
ひつよう

。 

 発 達
はったつ

障 害
しょうがい

があっても医 療
いりょう

が受
う

けられることの保 障
ほしょう

が必 要
ひつよう

。 

４ 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

、上 記
じょうき

の種 別
しゅべつ

以外
いがい

の障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

について 

聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

、上 記
じょうき

の種 別
しゅべつ

以外
いがい

の障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

においても、地域
ちいき

生 活
せいかつ

を支
ささ

える観 点
かんてん

から、福祉
ふくし

と有機的
ゆうきてき

に連 携
れんけい

した医 療
いりょう

の提 供
ていきょう

、専 門
せんもん

従 事 者
じゅうじしゃ

の養 成
ようせい

と確保
かくほ

、当事者間
とうじしゃかん

のサポート
さ ぽ ー と

、医 療
いりょう

内 容
ないよう

向 上
こうじょう

のための

研 究
けんきゅう

推 進
すいしん

が重 要
じゅうよう

。 
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（具体的
ぐたいてき

内 容
ないよう

は、「１ 全 体
ぜんたい

に共
とも

通
つう

する事項
じこう

」の記 述
きじゅつ

のとおり。） 

 

 

 

Ⅲ．おわりに 

 

１ 他
ほか

チーム
ち ー む

と連 携
れんけい

をはかるべき内 容
ないよう

 

 医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の統 合 的
とうごうてき

な支援
しえん

のあり方
かた

と、その具体的
ぐたいてき

推 進
すいしん

方 策
ほうさく

として

重 要
じゅうよう

な総 合 的
そうごうてき

なケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

について、支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

の

あり方
かた

に関
かん

する検 討
けんとう

との連 携
れんけい

・調 整
ちょうせい

が必 要
ひつよう

。 

 地域
ちいき

移行
いこう

の 推 進
すいしん

について、地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

に 関
かん

する 検 討
けんとう

との

連 携
れんけい

・調 整
ちょうせい

が必 要
ひつよう

。 

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に伴
ともな

う利用者
りようしゃ

負担
ふたん

のあり方
かた

について、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

チーム
ち ー む

で

の検 討
けんとう

との調 整
ちょうせい

が必 要
ひつよう

。 

 

 

２ 今後
こんご

の検 討
けんとう

課題
かだい

 

 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

を支
ささ

えるために不可欠
ふかけつ

な医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

について、すでに制度
せいど

改 正
かいせい

がなされた、たんの吸 引
きゅういん

及
およ

び経 管
きょうかん

栄 養
えいよう

に加
くわ

え、さらに必 要
ひつよう

なも

のについて、一 定
いってい

の要 件
ようけん

のもとで介護者
かいごしゃ

が行
おこな

えることとする制度
せいど

改 正
かいせい

について検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

。 

 難 病
なんびょう

に関
かん

する概 念
がいねん

をさらに整理
せいり

するため、今後
こんご

、当事者
とうじしゃ

の参 画
さんかく

した審
しん

議会
ぎかい

を設
もう

けて検 討
けんとう

を進
すす

めながら漸 進 的
ぜんしんてき

な制度
せいど

整備
せいび

を図
はか

ることが必 要
ひつよう

。 

 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

については、精 神
せいしん

医 療
いりょう

における拘 束
こうそく

、電気
でんき

ショック
し ょ っ く

など

医 療
いりょう

の内 容
ないよう

に踏
ふ

み込
こ

んだ 人 権
じんけん

確保
かくほ

の 観 点
かんてん

から適 正
てきせい

手 続
てつづき

の確保
かくほ

、

保護者
ほごしゃ

制度
せいど

の見直
みなお

し等
とう

について、精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉法
ふくしほう

の抜
ぬ

本 的
ほんてき

な改 正
かいせい

が

必 要
ひつよう

。 

   精 神
せいしん

医 療
いりょう

を一 般
いっぱん

医 療
いりょう

体 系
たいけい

へ編 入
へんにゅう

するとともに、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の

身 体
しんたい

合 併 症
がっぺいしょう

への医 療
いりょう

が円 滑
えんかつ

に行
おこな

われるよう、医
い

療 法
りょうほう

等
とう

の医 療
いりょう

法 制
ほうせい

の改 正
かいせい

が必 要
ひつよう

。 

 


